
①
給
与
所
得
が
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人

▼
年
間
の
給
与
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を

超
え
る

▼
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
収
入
が
あ
る

▼
給
与
・
退
職
所
得
以
外
の
所
得
合
計
額

が
２０
万
円
を
超
え
る

②
公
的
年
金
な
ど
の
雑
所
得
の
み
で
、
所

得
金
額
が
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人

た
だ
し
、
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
の

合
計
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金
な

ど
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万

円
以
下
の
場
合
は
、確
定
申
告
は
不
要
で
す
。

※
不
要
の
場
合
で
も
、
市
・
府
民
税
の
申

告
や
、
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付

を
受
け
る
た
め
の
確
定
申
告
は
必
要
で
す
。

③
①
・
②
以
外
で
各
種
所
得
の
合
計
額
が

所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人

◆
宇
治
税
務
署
◆

宇
治
税
務
署
で
は
、
す
べ
て
の
確
定
申
告

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
申
告
の
相

談
に
も
応
じ
ま
す
。

期
間
＝
２
月
３
日
㈪
～
３
月
１７
日
㈪（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。
た
だ
し
、
２
月
２３

日
㈰
・
３
月
２
日
㈰
は
受
け
付
け
ま
す
）

な
お
、
２
月
３
日
㈪
～
１４
日
㈮
は
還
付
申

告
に
限
り
ま
す
。

時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
混
雑
時

は
早
め
に
終
了
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

場
所
＝
宇
治
税
務
署
（
宇
治
市
大
久
保
町

井
ノ
尻
６０
・
３
）

◆
市
役
所
◆

市
・
府
民
税
の
申
告
と
簡
易
な
確
定
申
告

は
、
市
役
所
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

期
間
＝
２
月
１７
日
㈪
～
３
月
１７
日
㈪（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）

時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
４
時

場
所
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル

【
市
・
府
民
税
の
申
告
】

対
象
＝
平
成
２６
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内

に
住
所
が
あ
る
次
の
人

確
定
申
告
す
る
人
・
勤
務
先
か
ら
市
に
給

与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
人
を
除
き
ま

す
。①

同
２５
年
中
に
所
得
が
あ
っ
た
人

②
同
２５
年
中
に
所
得
が
な
く
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
人

▼
市
内
に
住
む
親
族
の
税
法
上
の
扶
養
親

族
に
入
っ
て
い
な
い

▼
所
得
証
明
が
必
要

▼
国
民
健
康
保
険
加
入
者
な
ど

③
市
・
府
民
税
の
申
告
書
が
届
い
た
人

【
簡
易
な
確
定
申
告
】

申
告
で
き
る
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
給
与
所
得

▼
雑
所
得
（
公
的
年
金
な
ど
）

▼
青
色
申
告
以
外
の
農
業
所
得
で
、
赤
字

を
ほ
か
の
所
得
と
損
益
通
算
せ
ず
、
収
支
内

訳
書
が
作
成
済
み
の
も
の

市
職
員
が
判
断
で
き
な
い
と
き
は
、
宇
治

税
務
署
で
申
告
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://www.nta.go.jp/

）

の
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
を
利
用
す

る
と
、
申
告
書
が
簡
単
に
作
成
で
き
ま
す
。

ま
た
、作
成
し
た
申
告
書
を
印
刷
す
れ
ば
、

郵
送
や
税
務
署
の
時
間
外
文
書
収
受
箱
へ
の

投
函
で
も
提
出
で
き
る
の
で
便
利
で
す
。
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京
都
府
は
、
公
共
施
設
・
商
業
施

設
な
ど
に
あ
る
車
い
す
マ
ー
ク
の
駐

車
場
を
適
正
に
利
用
し
て
も
ら
う
た

め
、「
京
都
お
も
い
や
り
駐
車
場
利

用
証
制
度
」を
設
け
て
い
ま
す
。「
お

も
い
や
り
駐
車
場
」
を
利
用
す
る
に

は
、
利
用
証
が
必
要
で
す
。
該
当
す

る
人
に
は
同
証
を
交
付
し
ま
す
の

で
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
障
が
い
・
難
病
・
高
齢
・

け
が
・
妊
娠
・
出
産
な
ど
で
歩
行
や

車
の
乗
り
降
り
が
困
難
な
人

障
が
い
の
等
級
な
ど
要
件
が
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法
＝
健
康
福
祉
政
策
推
進

室
・
山
城
北
保
健
所
綴
喜
分
室
か
府

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
書
に
、

対
象
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
書
類

（
障
害
者
手
帳
・
特
定
疾
患
医
療
受

給
者
票
・
介
護
保
険
被
保
険
者
証
・

母
子
手
帳
な
ど
）
を
添
え
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い

申
請
・
問
合
せ
先
＝
山
城
北
保
健

所
綴
喜
分
室
（
☎
６３
・
５
７
４
５
）

市は、身体に障がいが
ある人が介護保険を利用
して福祉用具の貸与を受
けた場合に、自己負担額
を助成します。
申請対象＝平成 25 年
7 月～ 12 月の福祉用具
貸与の自己負担分
申請方法＝介護保険自

己負担額の領収書・介護
保険被保険者証（写し
可）、印鑑、振込先の金
融機関の口座番号が分か
るものを持参してくださ
い
申請期間＝ 2 月 3 日
㈪～ 3月 7日㈮
申請・問合せ先＝障害
福祉課（☎ 64-1372）

市は、市営住宅跡地や三山木
地区特定土地区画整理事業保留
地の一般競争入札を行います。
入札参加希望者は、実施説明
書（売却案内書）を確認し、物
件の詳細と現況を調査してから
申し込んでください。資料は、
市ホームページからもダウンロ
ードできます。
なお、郵送による申し込みや
入札は受け付けできません。
売払物件＝左表のとおり
申込受付時間＝午前 9時～午
後 5時（正午～午後 1時を除く）

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
と
、
市
・
府
民
税
の
申
告
期
間
は
、

２
月
１７
日
㈪
か
ら
３
月
１７
日
㈪
ま
で
で
す
。
期
間
中
は
混
雑
し
ま
す
。
早
め
に
準

備
し
て
ス
ム
ー
ズ
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

詳
し
く
は
、
２
月
１
日
発
行
の
「
市
税
だ
よ
り
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

▼
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
に
関
す
る
こ
と
＝
宇
治
税
務
署（
☎

４４
・
４
１
４
１
）

▼
市
・
府
民
税
の
申
告
に
関
す
る
こ
と
＝
税
務
課
（
☎
６４
・
１
３
１
７
）

日本年金機構は、老齢年金の受給者へ「平成 25 年
分公的年金等の源泉徴収票」を郵送しました。確定申
告などに必要ですので、大切に保管してください。
国民年金・厚生年金・共済組合などが支給する公的
年金は、所得税法上「雑所得」となります。老齢や退
職を理由とする年金には所得税が課せられ、年金額か
ら源泉徴収されています。障害・遺族年金は非課税の
ため、源泉徴収はありません。
源泉徴収票が届かない・紛失したなどの場合は、日
本年金機構で再発行を受け付けています。基礎年金番
号を確認し、本人が「ねんきんダイヤル」へ連絡して
ください。
受付時間＝▼平日…午前8時30分～午後5時15分。
月曜日は午後 7時まで▼第 2土曜日…午前 9時 30 分
～午後 4時
問合せ先＝▼ねんきんダイヤル（☎ 0570-05-1165。
IP 電話・PHS は☎ 03-6700-1165）▼京都南年金事
務所（☎ 075-644-1165）

京都おもいやり駐車場は、
この看板が目印です。

1 月 12 日の消防出初式で、地域
防災の要となる消防団員のうち、特
に功績のあった団員の表彰を行いま
した。表彰を受けた人は次のとおり
です（敬称略）。
【府消防協会長表彰】
▼功績章＝森田日臣
▼勤功章＝村上学
▼精績章＝藤本義文・山本貴裕
▼精勤章＝中西拓也・山田陽一・
吉川隆司・岡西直樹・北川達志
【府消防協会綴喜支部表彰】
綴喜支部長章＝宇野順一・吉川直
紀・森川哲也・木口昌明・岡本直之・
金澤寛人・古川靖士・長谷川勝一・
森島裕也・西村謙治・大石俊之・中
川和也・栢木大輔・奥西剛史・小泉
亮太郎・久保良太
【京田辺市長表彰】
▼永年勤続功労章＝北川敏幸・森
川哲也・近本吉久・岡本宜久・吉川
隆司・上村正樹・松本良輔
▼功績章＝木口昌明・西村謙治・
芝裕章・竹村浩治・河野千春・相澤
幹雄・守岡正幸・藤本雅登・藤本吉
史・川嶋浩司・小泉城次・中谷達雄・
藤林禄大・宮嵜茂信
【消防団長表彰】
団長章＝大石俊之・佐野泰正・安
倉正人・吉川直紀・佐野広起・野田
博之・宮川正資・松本一輝・上田健三・
谷口化育・古川宏昭・山﨑茂樹・木
原聡志・小泉亮太郎・米澤裕治・中
川正盛・久保良太
【問合せ先】
消防総務課（☎ 63-7825）

教
育
委
員
会
は
、
次
の
計
画
を
策
定
す

る
た
め
、
み
な
さ
ん
か
ら
の
意
見
（
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。◆

京
田
辺
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画
◆

市
民
が
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
、
生
涯
に
わ

た
っ
て
健
康
で
い
き
い
き
と
し
た
生
活
を

送
れ
る
よ
う
、
市
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進
の
方

向
性
や
具
体
案
を
示
す
計
画
で
す
。

◆
京
田
辺
市
子
ど
も
読
書
推
進
計
画
◆

読
書
を
通
じ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
表
現

力
・
思
考
力
・
創
造
力
を
育
成
す
る
た
め

の
計
画
で
す
。

対
象
＝
市
内
に
在
住
・
通
勤
・
通
学
す

る
人資

料
閲
覧
場
所
＝
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

社
会
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
推
進
課
、
田
辺

中
央
体
育
館
、
田
辺
公
園
プ
ー
ル
、
野

外
活
動
セ
ン
タ
ー
、
中
央
公
民
館
、
北

部
・
中
部
住
民
セ
ン
タ
ー
、
中
央
図
書
館
、

三
山
木
福
祉
会
館

応
募
方
法
＝
資
料
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
募
集
用
紙
を
郵
送
・
持
参
ま
た
は

電
子
メ
ー
ル
で
送
信
し
て
く
だ
さ
い

し
め
き
り
＝
２
月
２１
日
㈮

応
募
・
問
合
せ
先
＝
社
会
教
育
・
ス

ポ
ー
ツ
推
進
課
（
〒
６
１
０
・
０
３
９
３

〈
住
所
不
要
〉、
☎
６３
・
１
３
９
４
、
メ
ー

ル
ア
ド
レ
スsports@kyotanabe.jp

）

市
は
、
市
役
所
な
ど
１１
公
共

施
設
の
車
い
す
マ
ー
ク
駐
車
場

に
、
看
板
（
＝
写
真
）
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

京
都
お
も
い
や
り
駐
車
場
利

用
証
が
な
く
て
も
利
用
で
き
ま

す
が
、
本
当
に
必
要
な
人
が
必

要
な
時
に
利
用
で
き
る
よ
う
、

み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
＝
健
康
福
祉
政
策

推
進
室
（
☎
６４
・
１
３
７
０
）

市は、高齢者が社会参加や地
域貢献を通じて、生きがいを感
じながら暮らしてもらえるよ
う、「高齢者いきいきポイント
事業」を始めます。
同事業は、高齢者が介護保険
施設などで行ったボランティア
活動の実績に応じてポイントを
付与し、貯まったポイントを交
付金に交換できる制度です。
参加には登録が必要です。詳
しくはお問い合わせください。
対象＝市内に在住する 60 歳
以上の人（介護認定を受けてい
る人を除く）
場所＝市内の介護保険施設など
内容＝施設の行事の手伝い、
施設利用者の話し相手、芸能・
特技の披露など

約 1時間で 1 ポイント（100
円相当）を加算し、年間上限
5,000 円の交付金に交換できま
す。
申込・問合せ先＝高齢介護課

（☎ 64-1373）
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